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表紙

会 計 監 査 人 の 状 況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただ
いた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第179期定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

　第179期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

澁澤倉庫株式会社
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会計監査人の状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 50百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 50百万円

会計監査人の状況

　①会計監査人の名称
　EY新日本有限責任監査法人

　②報酬等の額

（注）1．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区別し
ておらず、実質的にも区分できませんので、②の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．当社監査等委員会は、当事業年度の監査計画の内容、監査予定日数、監査要員および従前事業年度の職務執行の状況ならびに業
務の特性等、諸要素を勘案した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項および第３項の同意をしており
ます。

　③非監査業務の概要
　該当事項はありません。

　④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社監査等委員会において、会計監査人が、会社法第340条第１項各号記載の事由のいずれかに該当
し、解任することが相当と認める場合には、会計監査人を解任いたします。
　また、上記のほか、当社監査等委員会において、会計監査人について、その職務の遂行に関する公正性
や適正性を確保することができないと判断する場合や、より適切な監査体制の整備が必要であると判断す
る場合などには、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、必要に応じて、会計監査人の解任または
不再任に関する決定を行います。

　⑤責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

　⑥当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
　当社の重要な子会社のうち、澁澤(香港)有限公司および澁澤物流(上海)有限公司は、当社の会計監査人
以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含みま
す｡）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含みます｡）の規定に
よるものに限ります｡）を受けております。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　当社は、2025年６月27日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」（取締
役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体
制）を下記のとおり一部改訂することを決議しました。当該改訂後の内容は下記のとおりです。

　①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の役職員およびその業務に従事する者でコン
プライアンス委員会が必要と判断した者（以下「役職員等」という。）が遵守すべき規範として、創業者
の精神とグループミッションに基づき、「行動規範」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設
置し、コンプライアンスへの取組みを強化しており、今後もすべての事業活動において企業の社会的責任
を全うすべく取り組んでいきます。
　コンプライアンス委員会は、定期的に会議を開催し、問題点の検討と解決策の討議を行うほか、次の活
動を行います。
ａ．「行動規範」の管理と改訂の立案
ｂ．役職員等のコンプライアンス意識の調査と意識向上のための活動
ｃ．法令等の遵守と倫理に関する教育訓練計画の立案・実施
ｄ．法令等の遵守と倫理に関する情報の収集およびリスクの想定
ｅ．問題発生が予想される場合の関係者との協力による未然防止
ｆ．法的、倫理的緊急事態発生時の被害軽減措置と再発防止策の立案
ｇ．「行動規範」の実践状況、委員会の活動状況、決議事項および問題点の取締役会、経営執行会議への
報告事項として定期的に報告

　法令等の遵守に関する相談や問題の通報を受け付ける窓口として、社内および経営陣から独立した第三
者である弁護士を窓口とした社外に「ヘルプライン」を設置し、公益通報者保護法に対応いたします。
　内部監査の担当部所として内部監査室を設置しており、当社グループの内部監査を実施し、当社グルー
プに重大な影響を与えると判断する事項について、賞罰委員会、コンプライアンス委員会に報告いたしま
す。
　企業経営および日常業務に関して、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法令および定款に適合する
ことを確保するため必要に応じてアドバイスを受けます。

　②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　「文書規程」および「文書取扱要領」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書で記録し、保存
および管理します。取締役は、常時、これを閲覧できるものとします。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　財務・法務・環境・品質等に関するリスクについては、それぞれ当社グループの対応部所において必要
に応じて、社内規程・業務マニュアル・顧客対応マニュアル等を作成・配布し、研修を行います。
　災害等に関するリスクについては、「危機管理計画書」に基づき、取締役社長を本部長とする危機管理
対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の早期復旧を行います。

　④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。
ａ．「職務権限・責任規程」、「決裁手続規程」による重要事項の具体的判断基準の明確化
ｂ．取締役（社外取締役を除く。）および上級執行役員以上の執行役員を構成員とする経営執行会議によ
る重要事項の審議

ｃ．当社グループの中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標の明確化
ｄ．経営執行会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
ｅ．執行役員制度の導入による、取締役会の運営の効率化、意思決定の充実化、監督機能の強化

　⑤監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査等委員会は、内部監査部門所属の職員に監査等委員会監査に関して必要な事項を指示することがで
きます。
　なお、これ以外の補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、その要請に基づき、協議のうえ対
応します。

　⑥前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
前号の指示を受けた職員および補助すべき使用人の人事異動については、監査等委員会の意見を尊重し

ます。
　監査等委員会より指示を受けた職員および補助すべき使用人は、その指示に関して、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）および所属長等の指揮命令を受けないものとします。

　⑦当社グループの取締役、監査役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
　当社グループの取締役、監査役および職員において、次に定める事項を速やかに当社の監査等委員会に
報告するよう取り決め、これを実施します｡
ａ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ｂ．毎月の経営状況に関する事項
ｃ．内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
ｄ．重大な法令違反・定款違反
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

ｅ．ヘルプラインによる通報状況および内容
ｆ．その他取締役および職員が重要と判断した事項
　なお、当社の監査等委員会へ報告を行った取締役、監査役および職員が、当該報告を行ったことを理由
として不利益な取扱いを受けることを禁止します。

　⑧その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会が選定する監査等委員は、重要な会議に参加し意見を述べるとともに、代表取締役と定期
的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の状況、監査上の重要課題について意見交換
し、併せて必要と判断される要請を行います。
　監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と、監査計画の策定および実施等において、定期的な
打合せを行い、効率的な職務遂行をはかります。
　なお、監査等委員が職務を執行するうえで必要となる費用について、当社に請求を行った場合は、監査
等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認める場合を除き、これを支払うものとします。

　⑨当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ａ．当社と当社子会社は、経営管理に関する協定を結び、業務の適正確保をはかります。
ｂ．当社の取締役（社外取締役を除く。）、上級執行役員以上の執行役員および連結子会社の取締役社長
（海外を除く。）は、連結経営会議を年２回開催し、経営の相乗効果を追求するために協議します。

ｃ．当社子会社の取締役社長（ただし、海外子会社は海外事業担当の執行役員もしくは国際営業部長）
は、関係会社報告会において、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、業況について定期的に
報告するとともに、当面の課題について協議します。

ｄ．海外現地法人代表者、海外駐在員事務所長は、海外関係会社報告会において、当社の取締役（社外取
締役を除く。）に対し、業況について年２回報告するとともに、当面の課題について協議します。

ｅ．当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、関連
規程等の整備をはかるとともに適切に報告する体制を整備し、その体制についての整備・運用状況を
定期的・継続的に評価をする仕組みを構築します。

ｆ．当社グループの監査等委員である取締役および監査役は、定期的に協議を行い、業務の適正化を確保
するため、連携をはかっております。

ｇ．当社グループは、共通の会計管理システムを導入し、業務の効率化をはかっております。

　⑩反社会的勢力に対する対応方針
ａ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体に対しては一切の関係を遮断
します。また、それらの活動を助長するようなことも行いません。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

ｂ．反社会的勢力排除に向けた整備状況
役職員等が遵法的、健全かつ倫理的な態度と行動をとるために遵守すべき事項を明示した「行動規

範」において、反社会的勢力・団体との一切の関係を遮断する旨を定めています。また、総務部を担
当部所として、警察および公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの関係諸団体に加盟
し、緊密に連携をとるとともに、当社グループ全体の横断的な組織として「渉外委員会」を設置して
います。さらに、｢反社会的勢力対応要領｣、｢渉外対応マニュアル」によって、迅速かつ組織的に対
応できる体制を整備しています。

　当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
・コンプライアンス委員会を適宜開催し、問題点の検討と解決策の討議を行い、重要事項を取締役会に
報告しております。

・取締役会等の議事録、決裁書等その他業務執行に関する文書について、「文書規程」および「文書取
扱要領」に基づいて保存および管理しております。また、取締役が、当該文書を必要に応じて閲覧で
きるようにしております。

・社内規程により重要事項の具体的決裁権限を明確化しており、経営執行会議において重要事項を先議
し、取締役会において効率的な意思決定をはかっております。また、当社グループの中期経営計画に
ついては、取締役会において目標を明確に定め、経営執行会議および取締役会において、月次業績の
レビューを実施しております。

・監査等委員会は、当社グループの役職員から監査に必要な情報について随時報告を受けるとともに、
重要な会議に出席して意見を述べております。また、監査等委員会は、内部監査部門および会計監査
人と連携しながら定期的に会議を開催し、効果的な職務遂行をはかっております。監査等委員会は、
監査計画に基づき適切に監査を実施いたしました。

・連結経営会議、関係会社報告会、海外関係会社報告会を定期的に開催し、当社グループの業況の確認
と当面の課題について協議しております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 7,847 6,449 42,407 △2,493 54,211
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,513 △2,513
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,333 6,333
自 己 株 式 の 取 得 △1,560 △1,560
自 己 株 式 の 処 分 675 675
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得 △831 △831
株 式 給 付 信 託 に 対 す る
自 己 株 式 の 処 分 304 527 831
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 1 1
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 282 282
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額）
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － 586 3,819 △1,188 3,217
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 7,847 7,036 46,227 △3,681 57,428

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 8,591 1,094 477 10,164 953 65,328
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,513
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,333
自 己 株 式 の 取 得 △1,560
自 己 株 式 の 処 分 675
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得 △831
株 式 給 付 信 託 に 対 す る
自 己 株 式 の 処 分 831
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 1
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 282
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額） 1,087 △114 △194 778 △882 △104

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 1,087 △114 △194 778 △882 3,113
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 9,679 980 282 10,942 70 68,441
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連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数………９社
② 会社の名称……………澁澤陸運㈱、大宮通運㈱、日正運輸㈱、北海澁澤物流㈱、平和みらい㈱、澁澤(香港)有限公司、

Shibusawa Logistics Vietnam Co.,Ltd.、澁澤ファシリティーズ㈱、澁澤物流(上海)有限公司
非連結子会社（九州澁澤物流㈱他）はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いておりま
す。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数……２社
・会社の名称……………Vinafco Joint Stock Corporation、㈱データ・キーピング・サービス

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
持分法を適用していない非連結子会社（九州澁澤物流㈱他）及び関連会社（門司港運㈱他）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除いております。

③ 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類を使用しておりま
す。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、澁澤(香港)有限公司、Shibusawa Logistics Vietnam Co.,Ltd.及び澁澤物流(上海)有限公司の決算日

は、12月31日であります。
連結計算書類の作成に当たっては、12月31日現在の計算書類を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

・有価証券
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）によっております。

市場価格のない株式等…………………主として移動平均法による原価法によっております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しておりますが、在外の連結子会社では定額法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降の取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。
・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。
・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
③ 重要な繰延資産の処理方法

・社債発行費
社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり均等償却しております。

④ 重要な引当金の計上基準
・貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

・賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
a．物流事業
・倉庫業務

主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管・入出庫業務および流通加工業務を行うことであり、保管業
務は寄託貨物の保管の開始以降保管期日到来時に、その他の業務は役務の提供が完了した時点で履行義務が充足され
ると判断し、収益を認識しております。

・港湾運送業務
主な履行義務は沿岸荷役・船内荷役を行うことであり、役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断

し、収益を認識しております。
・陸上運送業務

主な履行義務は国内における貨物自動車運送および引越等のサービスを行うことであり、貨物の積込または運送に
係る役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

・国際輸送業務
主な履行義務は国際間の貨物運送の取扱を行うことであり、船舶または航空機への貨物の積載以降その輸送に係る

役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
なお、物流施設賃貸業務はリース取引であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。
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b．不動産事業
主として不動産賃貸業務と付随した管理業務を行っております。不動産賃貸業務はリース取引であり、顧客との契

約から生じる収益以外の収益であります。管理業務の主な履行義務は賃貸施設に係る維持管理等のサービスを提供す
ることであり、当該業務の役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
⑦ 重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引のみを採用しており、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………長期借入金

・ヘッジ方針
将来の金利変動リスクをヘッジするために、変動金利を固定化する目的のみに「金利スワップ取引」を利用しており、

投機目的の取引は行っておりません。
・ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理を採用しているため、ヘッジ有効性評価は省略しております。
⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項

・退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
ります。

2. 表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）
⑴ 　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「寄付金」（当連結会計年度は０百万円）は、金額

的需要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。

⑵ 　前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」（前連結会計年度は２百万円）
は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
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3. 会計上の見積りに関する注記
⑴ 固定資産の減損

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
減損損失　285百万円、固定資産　57,039百万円

② 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
・算出方法

当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としての資産又は資産グループを、物流事業におい
ては各営業所単位、不動産事業においては各物件単位、連結子会社においてはそれぞれ各会社単位としております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの資産グループ及び市場価格が著しく下落した資産グループについては、
資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否の判定を行
います。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要とされた場合、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。なお、資産グループごとの回
収可能価額は正味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額で測定しております。

・主要な仮定
将来キャッシュ・フローは、取締役会により承認された予算を基に、過去の実績及び企業物流動向を考慮し、資産グル

ープの主要な資産の経済的残存使用年数期間で見積っており、将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は予算
の基礎となる営業収益の予測に用いる成長率です。

・翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
営業収益の予測は、将来の経済環境の変化などにより影響を受ける可能性があり、結果として将来キャッシュ・フロー

が減少した場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、影響を及ぼす可能性があります。

（追加情報）
（株式交付信託の導入）

当社は、2022年６月29日開催の第175期定時株主総会決議に基づき、取締役（社外取締役を除く。）の報酬と当社の株式
価値との連動性をより明確にし、取締役（社外取締役を除く。）が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有するこ
とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に株式報酬制度（以下、「本制度」といい
ます）を導入しております。なお、2025年６月27日開催の第178期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社へ移行
したことで、その対象を取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。）としております。

⑴  取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、当社

が定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、役位に応じて各取締役に付与されるポイントの数に相当する数の当社株
式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締
役の退任後の日であります。

⑵  信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計

上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末106百万円（202千株）であります。
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建物及び構築物 4,720百万円
土地 1,395百万円

短期借入金 796百万円
長期借入金 2,759百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 70,231百万円

⑶ 保証債務 ６百万円

（株式給付信託（J-ESOP）の導入）
当社は、2025年２月28日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な

効果を株主の皆様と共有することにより、中長期的な企業価値向上への従業員の意欲や士気を高めるため、一定の役位以上の
当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）｣（以下「本制度」という。）
を導入しております。なお、2026年２月27日開催の取締役会決議に基づき、本制度の対象を会社の全従業員に拡大すること
といたしました。

⑴  取引の概要
本制度は、米国の ESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託型のスキームであり、予め当社

が定めた「従業員株式給付規程」に基づき、従業員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付す
る仕組みであります。当社は、従業員に対し役位等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに
当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付いたします。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭
により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。

⑵  信託に残存する当社の株式
本制度の導入に伴い、2025年３月19日に第三者割当による自己株式30千株の処分をいたしました。2025年10月１日

付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行い、90千株増加しました。また、2026年３月16日に自己株式600千
株を追加拠出により処分いたしました。

信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上
しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末925百万円（719千株）であります。

4. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務
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当連結会計年度期首株式数
（千株）

当連結会計年度増加株式数
（千株）

当連結会計年度減少株式数
（千株）

当連結会計年度末株式数
（千株）

発行済株式

15,217 45,653 － 60,870普通株式

自己株式

823 4,482 1,368 3,937普通株式

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年５月12日

取締役会 普通株式 1,157百万円 80.0円 2025年３月31日 2025年６月２日
2025年11月７日

取締役会 普通株式 1,355百万円 96.0円 2025年９月30日 2025年12月１日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年５月11日
取締役会 普通株式 1,851百万円 利益剰余金 32.0円 2026年３月31日 2026年６月５日

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
２．当連結会計年度期首の自己株式の普通株式数には、「株式交付信託」及び「株式給付信託（J-ESOP）」が保有する当社

株式80千株が含まれております。また、当連結会計年度末の自己株式の普通株式数には、「株式交付信託」及び「株式
給付信託（J-ESOP）」が保有する当社株式921千株が含まれております。

３．普通株式の発行済株式総数の増加45,653千株は株式分割によるものです。
４．自己株式の普通株式数の増加4,482千株は、株式分割による増加3,529千株、自己株式の取得による増加352千株およ

び「株式給付信託（J-ESOP）」に対する追加拠出600千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。
５．自己株式の普通株式数の減少1,368千株は、「株式給付信託（J-ESOP）」に対する自己株式の処分による減少600千

株、簡易株式交換により平和みらい株式会社と大宮通運株式会社を完全子会社化したことによる減少768千株、株式給
付信託から退職者への株式給付による減少０千株であります。

⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

（注）１．2025年５月12日取締役会決議による配当金の総額には、「株式交付信託」及び「株式給付信託（J-ESOP）」が保有す
る当社株式に対する配当金６百万円が含まれております。

２．2025年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、「株式交付信託」及び「株式給付信託（J-ESOP）」が保有す
る当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

３．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」に
つきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）１．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
２．配当金の総額には、「株式交付信託」及び「株式給付信託（J-ESOP）」が保有する当社株式に対する配当金29百万円

が含まれております。

－ 12 －
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴ 投資有価証券

その他有価証券 17,897 17,897 －

⑵ 社債
（１年内償還予定の社債を含む）

(8,046) (7,851) △194

⑶ 長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

(17,895) (17,534) △360

⑷ 長期預り金 (5,329) (4,706) △622

⑸ デリバティブ取引 － － －

6. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び社債の発行により資金を調
達しております。

受取手形及び取引先未収金に係る顧客の信用リスクは、「未収債権管理要領」に沿って取引先ごとに期日管理及び残高管理
を行いリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把
握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して
金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回
避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

なお、取引の内容については、取締役会において決定され、実行・管理は財経部が行っております。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）１.  負債に計上されているものについては、（　）付数字で示しております。
２. 現金及び預金、受取手形及び取引先未収金、立替金、支払手形及び営業未払金、短期借入金、預り金については、短

期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
３. 非上場株式・その他（連結貸借対照表計上額3,559百万円）および組合出資金等（4,129百万円）は、「⑴　投資有

価証券 その他有価証券」には含めておりません。
なお、非連結子会社株式及び関連会社株式（連結貸借対照表計上額6,079百万円、いずれも非上場株式）について
も、上表には含めておりません。

－ 13 －
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
① 投資有価証券

その他有価証券 17,897 － － 17,897

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
② 社債（１年内償還予定の

社債を含む）
－ 7,851 － 7,851

③ 長期借入金（１年内返済
予定の長期借入金を含む）

－ 17,534 － 17,534

④ 長期預り金 － 4,706 － 4,706
⑤ デリバティブ取引 － － － －

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま

す。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの

うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）１. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
①　投資有価証券　その他有価証券

その他有価証券は上場株式であり、活発な市場における無調整の相場価格を利用できることからレベル１に分類
しております。

②　社債（１年内償還予定の社債を含む）
当社の発行する社債の時価は、日本証券業協会が公表する売買参考価格によっており、レベル２に分類しており

ます。連結子会社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

－ 14 －
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連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価
23,033 87,897

報告セグメント
合計

物流事業 不動産事業
営業収益
　顧客との契約から生じる収益 71,340 814 72,154
　その他の収益（注） 2,620 4,965 7,585
　外部顧客への営業収益 73,960 5,780 79,740

③　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額(※)を同様の借入において想
定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル２に分類しております。

(※)金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金（下記⑤参照）については、その金利スワップのレート
による元利金の合計額であります。

④　長期預り金
長期預り金のうち主要なものは、将来キャッシュ・フローを無リスクの利子率で割り引いた現在価値により算定

しており、レベル２に分類しております。
⑤　デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記③参照）。

（注）２. 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価に関する情報
レベル３に該当する金融商品に重要性がないため記載を省略しております。

7. 賃貸等不動産に関する注記
⑴ 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有しておりま
す。

⑵ 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額であります。

8. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）営業収益のその他の収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれてお
ります。

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項⑷会

計方針に関する事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

－ 15 －
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１株当たり純資産額 1,200円89銭
１株当たり当期純利益 111円65銭

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため、記
載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益
に重要性はありません。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要

な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価
格に含まれていない重要な金額はありません。

9. １株当たり情報に関する注記

（注）１．１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当連結会計年度に行いました株式の分割が当連結会計年度の期
首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

２．当社は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し、信託を用いた株式報酬制度「株式交付信
託」及び従業員に対して「株式給付信託（J-ESOP）」の制度を導入しておりますが、１株当たり純資産額及び１株当た
り当期純利益の算定上、控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。なお、１株当たり純資
産額の計算において期末発行済株式総数から控除した当該自己株式数は921千株、１株当たり当期純利益の計算におい
て期中平均株式数から控除した当該自己株式数は348千株であります。

10．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、名鉄ワールドトランスポート株式会社の株式の全株式を取得すること
を決議いたしました。

⑴　企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：名鉄ワールドトランスポート株式会社
事業内容：通関業、利用運送事業、輸出入貿易事務代行業、倉庫業、損害保険代理業、各種商品の売買及び輸出入

業、および付帯関連する一切の事業
② 企業結合を行う主な理由

国際物流におけるサービスラインナップの高度化と収益力の強化、北米・アジアにおけるグローバルネットワーク
の飛躍的拡充、持続的な成長による株主価値の向上、という３つの戦略的シナジーを創出し、グループ全体の企業価
値のさらなる向上の実現を図るため

③ 企業結合日
2026年５月29日

④ 企業結合の法的形式
株式取得

⑤ 結合後企業の名称
澁澤ワールドトランスポート株式会社

－ 16 －
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⑥ 取得する議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が名鉄ワールドトランスポート株式会社の議決権の100％を取得することから、当社を取得企業と決定してお

ります。

⑵　被取得企業の取得原価及び対価の種類
取得株式数　2,000株
取得価額は、直前の連結会計年度末における純資産の額の30％未満であります。

－ 17 －
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株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金 資本剰余金合計

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 7,847 5,660 2 5,663 861 10,000 25,141 36,002
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △2,513 △2,513
当 期 純 利 益 － 5,709 5,709
自 己 株 式 の 取 得 － －
自 己 株 式 の 処 分 400 400 －
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得 － －
株 式 給 付 信 託 に 対 す る
自 己 株 式 の 処 分 304 304 －
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 － －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － － 705 705 － － 3,195 3,195
当 期 末 残 高 7,847 5,660 707 6,368 861 10,000 28,336 39,198

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券評価差額金

当 期 首 残 高 △2,493 47,019 8,331 55,351
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,513 △2,513
当 期 純 利 益 5,709 5,709
自 己 株 式 の 取 得 △1,560 △1,560 △1,560
自 己 株 式 の 処 分 675 1,076 1,076
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得 △831 △831 △831
株 式 給 付 信 託 に 対 す る
自 己 株 式 の 処 分 527 831 831
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 1 1 1
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 1,219 1,219
当 期 変 動 額 合 計 △1,188 2,712 1,219 3,932
当 期 末 残 高 △3,681 49,732 9,551 59,283
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。
② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。
③ その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）によっております。

・市場価格のない株式等…………………主として移動平均法による原価法によっております。

⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

⑶ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法により償却しております。ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま
す。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑷ 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり均等償却しております。

⑸ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理することとしております。
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⑹ 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、及び当該履行義務を充足する通常
の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

a．物流事業
・倉庫業務
主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管・入出庫業務および流通加工業務を行うことであり、保管業務

は寄託貨物の保管の開始以降保管期日到来時に、その他の業務は役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。
・港湾運送業務
主な履行義務は沿岸荷役・船内荷役を行うことであり、役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断
し、収益を認識しております。
・陸上運送業務
主な履行義務は国内における貨物自動車運送および引越等のサービスを行うことであり、貨物の積込または運送に係

る役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
・国際輸送業務
主な履行義務は国際間の貨物運送の取扱を行うことであり、船舶または航空機への貨物の積載以降その輸送に係る役

務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
なお、物流施設賃貸業務はリース取引であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。

b．不動産事業
主として不動産賃貸業務と付随した管理業務を行っております。不動産賃貸業務はリース取引であり、顧客との契約
から生じる収益以外の収益であります。管理業務の主な履行義務は賃貸施設に係る維持管理等のサービスを提供するこ
とであり、当該業務の役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

⑺ ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引のみを採用しており、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…………金利スワップ
・ヘッジ対象…………長期借入金

③ ヘッジ方針
将来の金利変動リスクをヘッジするために、変動金利を固定化する目的のみに「金利スワップ取引」を利用しており、
投機目的の取引は行っておりません。

④ ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理を採用しているため、ヘッジ有効性評価は省略しております。
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建物 4,250百万円

長期借入金 2,594百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 58,077百万円

⑶ 保証債務 374百万円

関係会社に対する金銭債権 短期 1,357百万円
長期 238百万円

関係会社に対する金銭債務 短期 2,197百万円
長期 ３百万円

2. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
⑴ 　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「寄付金」（当事業年度は０百万円）は、金額的重要性

が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。

⑵ 　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」（前事業年度は２百万円）は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

3. 会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
①　当事業年度の計算書類に計上した金額
減損損失　278百万円、固定資産　51,294百万円

②　計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」をご参照願います。

（追加情報）
（株式交付信託の導入）

連結注記表に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（株式給付信託（J-ESOP）の導入）
連結注記表に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

4. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務
①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

上記のほか、子会社の一部の賃貸借契約に対する連帯保証を行っております。

⑷ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
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営業収益 1,149百万円
営業費用 10,224百万円
営業取引以外の取引高 206百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 823千株 4,482千株 1,368千株 3,937千株

繰延税金資産
未払事業税・事業所税 119百万円
賞与引当金 211百万円
未払社会保険料 33百万円
貸倒引当金 ７百万円
退職給付引当金 578百万円
投資有価証券評価損 106百万円
減価償却費 175百万円
減損損失 574百万円
その他 226百万円
繰延税金資産小計 2,034百万円
評価性引当額 △847百万円
繰延税金資産合計 1,186百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △4,253百万円
前払年金費用 △18百万円
圧縮記帳積立金 △396百万円
繰延税金負債合計 △4,668百万円

差引繰延税金負債の純額 △3,481百万円

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（注）１．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
２．当事業年度期首の自己株式の普通株式数には、「株式交付信託」及び「株式給付信託（J-ESOP）」が保有する当社株式
80千株が含まれております。また、当事業年度末の自己株式の普通株式数には、「株式交付信託」及び「株式給付信託
（J-ESOP）」が保有する当社株式921千株が含まれております。

３．自己株式の普通株式数の増加4,482千株は、株式分割による増加3,529千株、自己株式の取得による増加352千株およ
び「株式給付信託（J-ESOP）」に対する追加拠出600千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

４．自己株式の普通株式数の減少1,368千株は、「株式給付信託（J-ESOP）」に対する自己株式の処分による減少600千
株、簡易株式交換により平和みらい株式会社と大宮通運株式会社を完全子会社化したことによる減少768千株、株式給
付信託から退職者への株式給付による減少０千株であります。

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称 住 所 資 本 又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権の所
有(被所有)
割 合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社 澁澤陸運㈱ 東 京 都
江 東 区 80百万円 陸上運送業

（所有）
直接
100％

役員２名
当社の陸上
運送の下請
等

債務保証
(注) 367百万円 － －

１株当たり純資産額 1,041円27銭
１株当たり当期純利益 100円65銭

8. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（注）銀行借入（367百万円）につき債務保証を行ったものであります。また、そのほか一部の賃貸借契約に対する連帯保証を行
っております。なお、保証料は受領しておりません。

9. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「８．収益認識に関する注記」に同一の内容を
記載しているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

（注）１．１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当事業年度に行いました株式の分割が当事業年度の期首に行わ
れたと仮定してそれぞれ算定しております。

２．当社は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し、信託を用いた株式報酬制度「株式交付信
託」及び従業員に対して「株式給付信託（J-ESOP）」の制度を導入しておりますが、１株当たり純資産額及び１株当た
り当期純利益の算定上、控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。なお、１株当たり純資
産額の計算において期末発行済株式総数から控除した当該自己株式数は921千株、１株当たり当期純利益の計算におい
て期中平均株式数から控除した当該自己株式数は348千株であります。

11．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、名鉄ワールドトランスポート株式会社の株式の全株式を取得すること
を決議いたしました。詳細は、連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を
省略しております。

－ 23 －


